
インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業

インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療･検査を受けられる体制を整
備することにより、感染症対策の強化を図る。

事業目的

都道府県の指定を受けた診療･検査医療機関(仮称)が、発熱患者等専用の診察室（時間的･空間的分離を行い、プレハ
ブ･簡易テント･駐車場等で診療する場合を含む）を設けて、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療･検
査体制確保に要する費用を補助する。

〔補助基準額〕13,447円×（受入時間に応じた基準患者数－実際の発熱患者等の受診患者数）

・基準となる患者数は、1日あたり20人を上限として、体制確保時間に応じて設定。
・実際の受診患者が上記基準より少ない場合に、その人数に応じて補助金を交付。

※ 自院のかかりつけ患者や自院に相談のあった患者のみを受け入れる場合は、基準患者数の１日あたり上限は５人。
※ 実際には全く発熱患者等の受診を受け入れない場合は補助を減額。

※診療･検査医療機関(仮称)の指定期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス
感染症等情報把握･管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。

（都道府県等や地域の医療関係者における診療体制の整備）
・発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、診療･検査医療機関(仮称)とその対応時間等を、地域

の医療機関や受診･相談センター間で随時、情報共有。
・その上で､診療･検査医療機関(仮称)から公表可能と報告のあった医療機関について､地域の医師会等とも協議･合意の上､公表する場合

は､自治体のホームページ等でその医療機関と対応時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関を受診できるよう更なる方策を講じる｡

事業内容

（予算額：2,068億円）国による直接執行

［体制確保時間７時間、実際の受診患者が5人の場合の例］
13,447円×（①基準患者数（20人）－②実際の受診患者数（5人））=約20.2万円/日

①受入時間に応じた
基準患者数

（１日当たり20人を上限）

②実際の受診患者数

体制確保料として補助

診療・検査医療機関（仮称）において
発熱患者等を受け入れる体制を確保

診療･検査医療機
関(仮称)は都道府
県が指定

体制確保時間
（1日あたり）の例

補助上限額
(1日あたり)

7時間 約26.9万円

4時間 約15.4万円

2時間 約7.7万円

※診療･検査医療機関(仮称)に国から必要な個人防護具を配布。 1
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○ インフルエンザ流行に備えた体制整備に当たっては、多数の発熱患者等が地域において適切
に診療･検査を受けられるよう、地域の実情に応じて、多くの医療機関で発熱患者等を診療･検
査できる体制を整備いただくことが重要です。

○ このような観点から、各関係医療機関では、自院での場所的・時間的分離、動線確保、人員
確保などをご勘案の上、発熱患者等を受け入れることのできる日にち、時間帯や診察場所をご
検討ください。

○ 診療･検査医療機関（仮称）における発熱患者等の診療･検査対応時間（発熱患者等を受け入
れる体制を確保した時間帯）については、例えば、以下のように設定することも考えられます。

〔例１〕
仮に一般の診療時間を2時間短縮し、一般の外来患者に当該時間帯に来院いただくよう依
頼した上で、その短縮した時間（この場合は2時間）を発熱患者等の診療・検査対応時間
として設定

〔例２〕
現在の一般の診療時間とは別に、2時間を発熱患者等の診療･検査対応時間として設定

診療･検査医療機関(仮称)の発熱患者等の対応時間の設定の例 （参考）

2時間を発熱患者等の診療･検査対応時間とした場合、補助上限額は、1日あたり
約7.7万円、20日間では約150万円となります。


